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　わが国では高齢者，女性，子供などの経済的弱者の貧困問題に国民の関心が高まっているが，世
界的には富裕層への資産集中の問題が深刻化している。しかし，資産格差に関する研究は国内外と
もこれまで十分に行われていない。本稿では47都道府県について政府統計の資産分布データを用い
て，特に富裕層と貧困層の資産格差を表す幾つかの指標を計算し，それらの妥当性を検証した。そ
の結果，先行研究で多く用いられているジニ係数は資産格差の指数としては適切でなく，資産の上
位10%の富裕層と下位10%の貧困層の資産額の比率を示す貧富比率が国内の都道府県の資産格差を
最も適切に表す指数であることを見出した。
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がある。そのため，貧困問題の場合には低所得層
の比率を強調できる「貧困率」が多く用いられ，
同様に，資産格差の場合は富裕層の資産保有率を
表す指標が望ましいとされる。富裕層の実態を強
調できる指標として，Piketty2)は資産の上位1%あ
るいは10%の富裕層が保有する資産の比率を，ま
た，Fabrice Murtinら3)は資産分布の平均値と中
央値の比を用いている。しかし，これら富裕度指
標が富裕層の実態をどの程度正確に表しているか
についての実証的研究は十分ではない。
　わが国の資産格差については全世帯におけるジ
ニ係数を用いた研究がほとんどであり4-24)，富裕
層と貧困層の資産格差を表す指標を用いて実態を
検証した先行研究は見当たらない。本稿では47都
道府県について政府統計の資産分布データを用い
て，資産格差を表す幾つかの指標を計算し，それ
らの妥当性を検証した。

2  検証した資産格差指数

2.1 ジニ係数
　所得格差の指標として最も一般的なジニ係数の
計算法を資産額階級別世帯数のデータに適用し
て，資産格差のジニ係数を計算した。
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１  はじめに

　現在，わが国では高齢者，女性，子供や低所得
者などの経済的弱者（社会的弱者）の貧困問題に
国民の関心が高まっている。しかし，世界的には
むしろ富裕層への資産集中が深刻化している。
2015年1月，世界の人口のわずか1％の最富裕層が
世界中の資産の48％を占めているという報告書1)

が発表された。また，近年，出版されたThomas 
Pikettyの著書2)は所得の格差以上に富，資産の格
差が重大であり，その是正には累進的な富裕税を
世界規模で導入する必要があると警鐘した。
　しかし，所得格差と比較して資産格差に関する
研究は国内外ともこれまで十分に行われていな
い。その理由の1つは，所得格差や貧困率に比べ
て資産格差の実態を表すデータが不足しているこ
とである。所得格差の指標としても最も多く利用
される「ジニ係数」は，中間層の格差が重視され，
貧困層や富裕層の実態を把握しにくいという難点
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2.2 Piketty指数
　Piketty2)が用いた資産の上位10%の富裕層が保
有する資産の比率を計算した。
2.3 Murtin指数
　Murtinら3)が用いた資産分布の平均値と中央値
の比を計算した。
2.4 貧富比率
　資産の上位10%の富裕層が保有する資産と下位
10%の貧困層が保有する資産の比率を計算した。

　これらの指標の計算には，平成26年全国消費実
態調査の資産額階級・地域別世帯分布のデータを
用いた。この政府統計では資産の種類として総資
産と純資産の2種類（図1）について，世帯分布の
データが公表されているが，本稿では総資産から
負債を差し引いた純資産について各指標を計算し
た。その際，指標の計算はすべて世帯単位で行っ
た。

3  結果と考察

3.1 全国および都道府県の資産格差指数
　平成26年全国消費実態調査のデータを用いて47
都道府県の以上の4指標，ジニ係数，Pikettty指数，
Murtin指数，貧富比率を計算した結果を図2に示
す。わが国の資産格差の地域傾向について分析し
た先行研究はある25-29)が，本稿のように各種の資
産格差指数に基づいて都道府県の格差を検証した
研究はない。
　まず，ジニ係数について都道府県別のランキン
グを見ると，上位は1位沖縄県，2位東京都，3位
滋賀県，4位神奈川県，5位大阪府であり，下位は
43位茨城県，44位群馬県，45位福井県，46位奈良
県，47位富山県である。
　Piketty指数の順位は，上位は1位沖縄県，2位
滋賀県，3位香川県，4位埼玉県，5位神奈川県で
あり，下位は43位山口県，44位茨城県，45位福井
県，46位群馬県，47位奈良県である。この指数は
資産の上位10%の富裕層が保有する資産の比率で
あり，一方，ジニ係数は中間層の格差が重視され，
貧困層や富裕層の実態を把握しにくいとされてい

るにもかかわらず，両者間の相関はかなり高い（表
1）。
　Murtin指数の順位は，上位は1位の沖縄県がと
びぬけて高く，2位東京都，3位高知県，4位岡山県，
5位滋賀県であり，下位は43位愛媛県，44位宮城県，
45位奈良県，46位山口県，47位群馬県である。
　一方，貧富比率の順位は，上位は1位東京都，2
位滋賀県，3位大阪府，4位京都府，5位埼玉県で
あり，下位は43位奈良県，44位青森県，45位長崎
県，46位富山県，47位沖縄県である。このうち，
沖縄県の貧富比率の値が飛びぬけて低く，これま
での指数とは順位がかなり異なることが分った。
　表1に示すように他の3指数との相関指数もきわ
めて低く、この指数は独立性が高いことが明らか
である。
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図 2  47 都道府県の各種資産格差指数の計算結果（2014 年） 

 

 

 

 

図 2  47 都道府県の各種資産格差指数の計算結果（2014 年）
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3.2 各種指数の違いの原因
　以上の都道府県別の各種資産格差指数の順位の
考察から目立つのは，4種の資産格差指数の中で
ジニ係数，Piketty指数，Murtin指数の3指数と貧
富比率との間に明確な違いが認められ，特に沖縄
県の数値の違いが大きいことである。すなわち，
沖縄県は3指数が他県より飛びぬけて高く，貧富
比率は飛びぬけて低い。

　そこで，4種の資産格差指数の中で資産格差を
より適切に表す指数を選定するために，東京都と
沖縄県について指数間の違いの原因解明を試み
た。両都県の資産額階級別世帯数の分布を図3に
示す。これより，沖縄県は東京都と比べて低資産
階級の世帯が非常に多く，不平等度が高い。東京
都は資産5千万円以上の世帯が多いが，全体的に
平等度が高い。

　図3の東京都と沖縄県の資産額階級別世帯数の
分布から算出した世帯数階級別の資産額率の分布
を図4に示す。沖縄県は図3の資産額階級別世帯数
の分布では500万円未満の貧困層の比率が48%と
非常に高く，1億円以上の富裕層は2%しかない。
しかし，同県は，図4の世帯数階級別の資産額率
の分布では資産額上位10%の富裕層の保有率は
51%ときわめて高い。その結果，図2のように沖
縄県のPiketty指数は0.519と全国一，高くなって
いる。また，沖縄県は全体的な不平等度の高さの
ために，ジニ係数も0.667と他県より突出して高
い。さらに，沖縄県の資産額の中央値は496万円，
平均値は2,022万円と違いが大きく，Murtin指数
は4.08と異常な高さになっている（図2）。
　一方，東京都は図3の資産額階級別世帯数の分
布では1億円以上の富裕層の比率が14%もあるが，

500万円未満の貧困層の比率は17%である。その
結果，図4の世帯数階級別の資産額率の分布は沖
縄県と比べて中間層の比率が高くなり，資産額上
位10%の富裕層の保有率を示すPiketty指数は
0.443と沖縄県よりかなり低くなっている。また，
全体的な平等度の高さのために，ジニ係数も0.592
と沖縄県よりかなり低い。さらに，資産額の中央
値は2,992万円，平均値は6,058万円であり，
Murtin指数は2.03と沖縄県よりかなり低い。
　これらの3指数に対して，資産の上位10%の富
裕層が保有する資産と下位10%の貧困層が保有す
る資産の比率を示す貧富比率は，沖縄県では資産
額上位10%の富裕層の保有率は51%ときわめて高
いが，下位10%の貧困層の保有率が2.5%である（図
4）ため，貧富比率は21.4となり，全国一の低さ
となる（図2）。
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　一方，東京都は上位10%の富裕層の資産保有率
は44%と高いが，全体的な平等度の高さのために
下位10%の貧困層の資産保有率は0.3%しかない。
その結果，貧富比率は167.1となり，全国一の高
さとなっている（図2）。
3.3 最適な資産格差指数の選定
　以上ではジニ係数，Piketty指数，Murtin指数，
貧富比率の4種を用いて各都道府県の資産格差を
検証してきたが，その中で資産格差を最適に示す
指数を選定してみる。4種の指数の内ではジニ係
数，Piketty指数，Murtin指数の3指数と貧富比率
では都道府県別の傾向が明確に異なることが判明
した。
　特に，図2のように，沖縄県では3指数の数値が
際立って高く，資産格差が最大であることを示し
ているが，貧富比率は沖縄県が逆に最小で，格差
が最小と，正反対の結論が得られた。では，これ
らの指数の中で資産格差を示す最適の指数はどれ
であろうか。
　本稿では，ジニ係数，Piketty指数，Murtin指
数の3指数が沖縄県において最大値を示すのは資
産格差を適正に示しているわけではなく，またそ
の中でも，先行研究で多く用いられているジニ係
数は都道府県間の差が全体的に小さく，格差を捉

えにくい指標であると判断した。それに対し，貧
富比率は東京都で最大値を，沖縄県において最小
値を示し，さらに，埼玉，神奈川，大阪，京都な
どの大都市府県で大きな数値を示していることは
我々の常識に合致していると判断した。そこで，
都道府県別の資産格差を示す最適の指数として貧
富比率を選定した。
3.4 貧富比率に基づく資産格差の推移
　1994年～2014年の全国消費実態調査の資産額階
級別世帯数のデータを用い，全国平均，東京都，
および沖縄県について算出した貧富比率を図5に
示す。その際，純資産だけでなく，貯蓄額，純貯
蓄額（貯蓄から負債を差引いたもの），および宅
地額についてもデータが公開されているので，そ
れらの項目別についてもそれぞれ貧富比率を算出
し，図中にプロットして比較した。
　まず，図5から目に付くのは，全国平均，東京都，
沖縄県とも純資産格差が1994年以降，急落してい
ることであり，これは1990年代のバブル崩壊現象
を示していると考えられる。特に，沖縄県は1994
年の118.8から2014年の20.8まで落ち込みが激しい
が，東京都は純資産の格差がそれほどの大きな低
下を示していない。
　次に，資産項目別では，宅地資産の格差が全国，
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東京都，沖縄県とも小さいことであり，特に，東
京都の宅地資産格差が沖縄県より低いことが目に
付く。さらに，年次推移を見ると，宅地資産の格
差は全国，東京都，沖縄県とも大きな変化は見ら
れず，バブル全盛時代の地価高騰とその後の急落
を反映していないように思われる。この点につい
ては1994年以前の都道府県別・資産項目別・資産
額階級別の世帯数データを用いた検証が必要であ
るが，現時点では全国消費実態調査を含め，この
種のデータは公開されていないので，今後の検証
を待ちたい。

4  結    論

　本稿では47都道府県について政府統計の資産分
布データを用いて，特に富裕層と貧困層の資産格
差を表す幾つかの指標を計算し，それらの妥当性
を検証した。その結果，先行研究で多く用いられ
てきたジニ係数は資産格差の指数としては適切で
なく，資産の上位10%の富裕層と下位10%の貧困
層の資産額の比率を示す貧富比率の方が国内資産
の地域格差を最も適切に表す指数であることを見
出した。
　今後の課題としては，バブル全盛時代の地価高
騰と崩壊後の急落を実証するために，1994年以前
の都道府県別・資産項目別・資産額階級別の世帯
数データを用いた検証が必要である。また，本稿
では，資産の地域格差に関する実証研究の第一弾
として，都道府県別の集計データを用いた解析を
行ったが，今後は，資産格差の実態をより精密に
検証するために，オーダーメード集計や匿名化ミ
クロデータ提供等の制度を利用し，個票データを
活用する実証研究が必要である。
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